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立石　則和 ＪＡＭ四国愛媛地区協議会特別役員
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西岡　圭 株式会社西岡鉄工所代表取締役

泉　日出男 国立大学法人愛媛大学教授
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越智　俊盛 ルネサスグループ労働組合連合会西条地区支部地区支部長

上甲　章史 電機連合西四国地方協議会事務局長

大下　和也

菅　由美子

中村　幸男

井上　雄基 弁護士
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（注１）　各側委員の掲載順は、５０音順です。
（注２）　◎＝部会長、○＝部会長代理　（平成27年９月18日選任）
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愛媛地方最低賃金審議会専門部会運営規程 

 
昭和３４年７月１０日 

   改正 平成１７年３月 ８日 

 
（規程の目的） 

第１条 愛媛地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）

の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会

令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。 

（会議の招集） 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めるとき

のほか、愛媛労働局長又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）

から開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により愛媛労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場

合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部

会長に通知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

愛媛労働局長に通知するものとする。 

（委員の欠席） 

第３条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨

を部会長に適当な方法で通知しなければならない。 
２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部

会長に適当な方法で通知しなければならない。 
（会議の議事） 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるもの

とする。 
（意見の聴取） 

第５条 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意

見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中
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立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は会議を非公開とする

ことができる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 

（議事の記録と公開） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には部会長及び部会長

の指名した委員２名が署名するものとする。 
２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することによ

り、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権

利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は議事録及

び会議の資料の一部又は全部を非公開とすることができる。 

    ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 
（議決の報告） 

第８条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、愛媛地方最低賃金審議会（以

下「審議会」という。）に報告するものとする。 

（議事及び運営） 

第９条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門

部会の議決に基づいて決定する。 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 
附 則 

この規程は、平成１７年３月８日から施行する。 
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愛媛地方最低賃金審議会等の公開に関する要領 

 

平成１３年５月８日 

改正 平成１８年３月８日 

 

（要領の目的） 

第１条 この要領は、愛媛地方最低賃金審議会等（以下「審議会等」という。）の

会議の公開に関する基準及び手続きを定め、審議会等の活動を広く一般に

説明することができるようにするとともに、審議会等の円滑な運営に資す

ことを目的とする。 

（対象とする審議会等） 

第２条 この要領の対象とする審議会等は、次の会議とする。 

   一 愛媛地方最低賃金審議会 

 二 愛媛地方最低賃金審議会専門部会 

 三 愛媛地方最低賃金審議会小委員会 

（審議会等の会議の公開基準） 

第３条 審議会等の会議は、次の場合を除き公開するものとする。 

   一 公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場

合 

 二 個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合 

 三 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れがある場合 

（公開又は非公開の決定） 

第４条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、第２条各号の会議の公開基

準に基づき、原則として、当該審議会等の長が当該会議に諮って行うもの

とする。 

（公開の方法等） 

第５条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に対し、当該審議会

等の長が会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

２ 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め、

当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

３ 審議会等の長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に

行われるよう、会議の傍聴にかかる遵守事項等を定め、当該会議の会場の

秩序維持に努めるものとする。 

（会議開催の周知） 

第６条 審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議の開催日の７日前
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までに、開催日時、開催場所、議題、傍聴者の定員、傍聴の手続きその他

必要な事項を記載した開催通知を、愛媛労働局掲示板に掲示するものとす

る。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別

に定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成１８年３月８日から施行する。 
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令和２年６月 30 日 

 

 

専門部会及び愛媛県特定最低賃金の決定、改正又は廃止の 

必要性の審議について 

 

 

令和２年度における専門部会及び愛媛県特定最低賃金の決定、改正又は廃止の

必要性についての審議については下記のとおり合意する。 

 

記 
 

１ 専門部会について 

（１）専門部会の審議回数及び審議時間について 

ア 審議回数 

一つの専門部会の審議回数は、概ね３回（実地視察及びヒアリングを除

く。）を目途とする。 

イ 審議時間 

原則として、午後５時以降は審議を行わない。 

（２）最低賃金審議会令第６条第５項の適用の仕方について 

専門部会で全会一致の結論が得られた場合には、最低賃金審議会令第６条

第５項を適用する。 

 

２ 愛媛県特定最低賃金の決定、改正又は廃止の必要性についての審議について 

（１）審議は、愛媛地方最低賃金審議会（本審）で行う。 

（２）審議回数及び審議時間について 

ア 審議回数 

審議回数は、概ね３回を目途とする。 

  イ 審議時間 

原則として、午後５時以降は審議を行わない。 
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令和２年６月 30 日 

 

 

実地視察及びヒアリングについて 

 

 

令和２年度における実地視察及びヒアリングについては、下記のとおり合意す

る。 

 

記 
 

１ 実地視察及びヒアリングについて 

実地視察及びヒアリングは、その実施について本審議会の委員から申出があ

った場合に行う。 
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④
⑤

⑥
⑦

⑧
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⑩
⑪

適
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産
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者
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Ａ
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Ｂ
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1
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E
1
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・

E
1
4
2
4
を

除
く

）

Ｊ
Ａ

Ｍ
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具
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。
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除
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全国の地域別最低賃金一覧表（金額順）
（単位：円）

都道府県名 時間額（円）
令和元年審議における

引上げ額（円）
発効予定年月日

東 京 1,013 0 -
神 奈 川 1,012 1 2020年 10月1日
大 阪 964 0 -
埼 玉 928 2 2020年 10月1日
愛 知 927 1 2020年 10月1日
千 葉 925 2 2020年 10月1日
京 都 909 0 -
兵 庫 900 1 2020年 10月1日
静 岡 885 0 -
三 重 874 1 2020年 10月1日
広 島 871 0 -
滋 賀 868 2 2020年 10月1日
北 海 道 861 0 -
栃 木 854 1 2020年 10月1日
岐 阜 852 1 2020年 10月1日
茨 城 851 2 2020年 10月1日
富 山 849 1 2020年 10月1日
長 野 849 1 2020年 10月1日
福 岡 842 1 2020年 10月1日
山 梨 838 1 2020年 10月8日
奈 良 838 1 2020年 10月1日
群 馬 837 2 2020年 10月3日
岡 山 834 1 2020年 10月1日
石 川 833 1 2020年 10月7日
新 潟 831 1 2020年 10月1日
和 歌 山 831 1 2020年 10月1日
福 井 830 1 2020年 10月2日
山 口 829 0 -
宮 城 825 1 2020年 10月1日
香 川 820 2 2020年 10月1日
福 島 800 2 2020年 10月2日
徳 島 796 3 2020年 10月3日
青 森 793 3 2020年 10月3日
岩 手 793 3 2020年 10月3日
山 形 793 3 2020年 10月3日
愛 媛 793 3 2020年 10月3日
長 崎 793 3 2020年 10月3日
熊 本 793 3 2020年 10月1日
宮 崎 793 3 2020年 10月3日
鹿 児 島 793 3 2020年 10月3日
秋 田 792 2 2020年 10月1日
鳥 取 792 2 2020年 10月2日
島 根 792 2 2020年 10月1日
高 知 792 2 2020年 10月3日
佐 賀 792 2 2020年 10月2日
大 分 792 2 2020年 10月1日
沖 縄 792 2 2020年 10月3日

全国加重平均 902 1 -
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岡
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滋
賀
北
海

道
栃
木
岐
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岡
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縄
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0
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8
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8
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8
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2
9
8
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8
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0
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9
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7
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7
9
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7
9
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7
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7
9
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7
9
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7
9
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7
9
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7
9
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7
9
2
7
9
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7
9
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7
9
2
7
9
2

6
0
0

6
5
0

7
0
0

7
5
0

8
0
0

8
5
0

9
0
0

9
5
0

1
,0
0
0

1
,0
5
0

最 低 賃 金 額 （ 円 ）

全
国
の
地
域
別
最
低
賃
金
時
間
額
グ
ラ
フ
（
令
和
２
年
審
議
後
）

1
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1
3

9
0
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7
9
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9
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8
7
1

8
2
0

1
0
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2

9
6
4

9
0
0

8
8
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4

8
5
4

8
5
1

8
0
0

8
6
8

8
4
2
8
3
8

8
3
4

8
3
1

8
3
3

8
2
5

黄
色
＝
Ａ
ラ
ン
ク

水
色
＝
Ｂ
ラ
ン
ク

桃
色
＝
Ｃ
ラ
ン
ク

紫
色
＝
Ｄ
ラ
ン
ク

緑
色
＝
愛
媛

高
い
順
第
３
３
位
（
東
京
と
の
差
２
２
０
円
）

低
い
順
第
２
位

8
4
9

8
6
1

7
9
6

9
2
5

8
5
2

8
3
0

9
2
7

8
2
9

7
9
2
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1 生産・公共工事・住宅着工

平成３０年 令和元年 前年比（％）

1 鉱工業生産指数 （２０１５年
＝１００） 99.0 99.8 0.8

2 公共工事請負金額※ （百万円） 153,832 184,910 20.2

3 新設住宅着工戸数 （戸） 7,178 7,756 8.1

4 建築着工床面積（非居住用） （㎡） 542,622 522,300 -3.7

　※ [2] は年度

2 消費・観光・物価

平成３０年 令和元年 前年比（％）

5 百貨店・スーパー販売額 （億円） 2,071 2,057 -0.7

6
コンビニエンスストア
商品販売額等（全国）

（億円） 119,780 121,841 1.7

7 乗用車新規登録台数※ （台） 25,273 24,664 -2.4

8 　同　（軽自動車） （台） 20,177 20,138 -0.2

9 道後温泉旅館宿泊客数 （人） 787,308 762,533 -3.1

10 大口電力使用量※※ （百万kWh）

11 消費者物価指数※※※
（２０１５年
＝１００） 101.0 101.3 0.3

　※　普通車・小型車の値　　　※※ [10] は28年度以降データなし　　　※※※＝松山市

3 雇用・企業倒産

平成３０年 令和元年 前年比（％）

12 有効求人倍率 （倍） 1.61 1.64 1.9

13 新規求人数 （人） 142,744 141,412 -0.9

14 新規求職者数 （人） 59,430 56,926 -4.2

15 企業倒産件数 （件） 44 48 9.1

16 　同　負債額 （百万円） 8,266 9,511 15.1

愛　媛　の　経　済　指　標
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4 金融・貿易

平成３０年 令和元年 前年比（％）

17 銀行預金残高※ （億円） 69,564 71,898 3.4

18 銀行貸出金残高※ （億円） 58,614 61,492 4.9

19 貿易輸出額 （百万円） 678,789 692,147 2.0

20 貿易輸入額 （百万円） 1,023,155 960,718 -6.1

　※ [17] [18] は各年末残高
（調査機関）

1 愛媛県統計課
2 西日本建設業保証
3 国土交通省
4 同上
5 四国経済産業局
6 経済産業省
7 四国運輸局
8 全国軽自動車協会連合会
9 道後温泉旅館協同組合
10 四国電力
11 総務省
12 愛媛労働局
13 同上
14 同上
15 東京商工リサーチ
16 同上
17 日本銀行
18 同上
19 神戸税関
20 同上
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１　愛媛県鉱工業指数（抜粋）
（平成27年平均＝100）

年　　月 鉱工業計
※

一般機械工業 電気機械工業 輸送機械工業
パルプ・紙・紙
加工品工業

ウェイト 10,000.0 - 996.8 727.1 1,174.2 1,287.3

平成29年平均 102.1 - 110.0 104.0 91.0 103.0

平成30年平均 99.0 - 119.9 101.4 72.1 99.8

令和元年平均 99.9 - 122.8 81.2 93.1 96.4

令和２年 　1月 99.5 102.4 119.6 85.0 98.0 91.8

平成   年　2月 96.5 102.3 143.5 79.8 95.0 85.5

平成   年　3月 108.3 101.7 151.8 95.2 106.3 97.9

平成   年　4月 97.0 96.9 123.7 80.6 94.0 96.9

平成   年　5月 87.8 91.7 127.0 70.5 72.3 82.1

平成速報　6月 96.1 93.6 200.9 51.6 75.8 82.1

前月比 － 2.1 1.4 △ 32.3 7.1 △ 1.8

前年同月比 △ 8.1 - 33.2 △ 40.7 △ 17.4 △ 18.9

１　※は季節調整済指数である。

２　対前月増加率は季節調整済指数、年の数値及び対前年同月増加率は、原指数による。

３　全国の指数は、経済産業省「鉱工業指数」による。

４　愛媛県の指数計算において、国土交通省「造船造機統計調査」の調査票情報を利用している。

（調査機関：愛媛県統計課）

２　大型小売店売上高

愛媛の経済指標（産別用追補）

（百貨店・スーパー） （単位：百万円）経済産業省（愛媛県）

年　　月 総　　額 衣　料　品 身　回　品 飲食料品 家庭用品 食堂・喫茶 そ　の　他

平成29年 208,374 28,295 10,729 131,421 12,013 1,317 24,600

平成30年 207,078 26,802 10,777 131,849 11,620 1,301 24,731

令和元年 205,710 25,613 10,810 131,414 11,674 1,278 24,921

令和２年 　1月 17,309 2,398 1,082 10,713 963 103 2,051

平成   年　2月 14,990 1,510 658 10,185 788 81 1,769

平成   年　3月 17,065 1,617 778 11,733 973 62 1,902

平成   年　4月 14,237 807 285 11,063 774 16 1,292

平成   年　5月 15,754 1,154 418 11,718 945 19 1,499

平成速報　6月 17,848 1,969 931 11,914 1,106 50 1,879

（調査機関：愛媛県統計課）
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